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小樽市成年後見制度利用支援事業実施要綱 

 

小樽市成年後見制度利用支援事業実施要綱（令和７年５月１５日施行）の全部を改正する。 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 市長申立て（第３条～第９条） 

第３章 申立費用の助成（第１０条～第１７条） 

第４章 後見人等に対する報酬の助成（第１８条～第２５条） 

第５章 雑則（第２６条・第２７条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、小樽市に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神

障害者（以下これらを「対象者」という。）の福祉の向上を図るため、成年後見制度の市長

申立て及び成年後見制度の利用に必要な費用を負担することが困難である者に対する助成

を行う成年後見制度利用支援事業（以下「支援事業」という。）の実施に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 「後見開始等審判」 次に掲げる審判をいう。 

  ア 民法（明治 29年法律第 89号）第７条に規定する後見開始の審判 

  イ 民法第１１条に規定する保佐開始の審判 

  ウ 民法第１３条第２項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判 

  エ 民法第１５条第１項に規定する補助開始の審判 

  オ 民法第１７条第１項に規定する補助人に同意権を付与する審判 

カ 民法第８７６条の４第１項に規定する保佐人に代理権を付与する審判 

  キ 民法第８７６条の９第１項に規定する補助人に代理権を付与する審判 

 ⑵ 「市長申立て」 次に掲げる規定に基づき市長が行う後見開始等審判の申立てをいう。 

  ア 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第３２条 

イ 知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）第２８条 

  ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第５１条の

１１の２ 

 ⑶ 「親族等」 配偶者及び二親等内の親族をいう。 

 ⑷ 「後見人等」 成年後見人、保佐人又は補助人をいう。 
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 ⑸ 「被後見人等」 後見人等が選任された要支援者であって第３条第１項第１号の要件を

満たすものをいう。 

 

 第２章 市長申立て 

 

（市長申立ての対象者） 

第３条 市長申立ての対象となる者は、要支援者であって次の各号のいずれにも該当するも

の（以下、この章において「対象者」という。）とする。 

 ⑴ 次のいずれかに該当する者 

  ア 小樽市に住所を有する者。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。 

（ア） 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第１３条の規定に基づく他の市区町村の

住所地特例対象被保険者 

（イ） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法

律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。）第１９条の規定に基づく他の

市区町村が行う支給決定を受けている者 

（ウ） 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第１９条の規定に基づく他の市区町村が

実施する保護を受けている者 

  イ 小樽市に住所を有しない者のうち、次のいずれかに該当する者。 

（ア） 介護保険法１３条の規定に基づく小樽市の住所地特例対象被保険者 

（イ） 障害者総合支援法第１９条の規定に基づき小樽市が行う支給決定を受けている

者 

（ウ） 生活保護法第１９条の規定に基づき小樽市が実施する保護を受けている者 

 ⑵ 次のいずれかに該当する者 

  ア 親族等がいない者 

  イ 親族等があっても、後見開始等審判の申立てを拒否している者 

  ウ 親族等があっても、虐待、財産の侵害等の事実がある者 

  エ 親族等が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者 

  オ 後見開始等審判の申立てに急を要すると市長が判断する者 

２ 前項の規定に関わらず、対象者に三親等又は四親等の親族がいる場合であって、当該親

族において後見開始等審判の申立てをすることが明らかであるときは、市長申立ては行わ

ないものとする。 

（市長申立ての要請） 

第４条 要支援者に係る民生委員等の支援者その他関係機関の職員は、対象者と判断される

要支援者がいるときは、小樽市成年後見等審判請求の要請書（様式第１号）により、その

者の市長申立てを市長に要請することができる。 

（調査及び決定） 

第５条 市長は、市長申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項の調査を行い、申

立ての適否及び申立ての種類を決定するものとする。 
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 ⑴ 対象者の事理を弁識する能力 

 ⑵ 対象者の生活状況及び健康状況 

 ⑶ 対象者の親族等の存否 

 ⑷ 対象者の親族等による対象者の保護の可能性及び親族等が対象者に係る後見開始等審

判の申立てを行う意思の有無 

 ⑸ 介護保険サービス、障害者福祉サービス等の利用状況及び財産の管理その他の日常生

活における支援の必要性 

 ⑹ その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、市長申立てを含む、対象者の適切な支援方法を検討するため必要に応じて関係

者による会議を開催するものとする。 

（市長申立ての手続） 

第６条 市長申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、対象者に係る

審判を直轄する家庭裁判所の定めるところによる。 

 （市長申立てに係る費用負担） 

第７条 市長は、市長申立てについて、家事事件手続法（平成 23 年法律第 52 号）第２８

条第１項の規定により、後見開始等審判の申立てに要する費用（以下「申立費用」とい

う。）を負担するものとする。 

（申立費用の求償） 

第８条 市長は、前条の規定に基づき負担した申立費用について被後見人等への求償権を得

るため、家事事件手続法第２８条第２項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立

てを家庭裁判所に対して行うものとする。 

２ 市長は、家庭裁判所が被後見人等による申立費用の負担を決定したときは、後見人等を

通じ、被後見人等に当該申立費用を求償するものとする。 

３ 前２項の規定に関わらず、対象者（被後見人等）が次の各号のいずれかに該当するとき

は、市長は第１項の申立て又は前項の求償を行わないことができる。 

⑴ 生活保護法に規定する被保護者（以下「生活保護受給者」という。） 

⑵ その他の理由により申立費用を負担することが困難であると市長が認める者 

４ 前項第２号に規定する、その他の理由により申立費用を負担することが困難であると市

長が認める者は、別記１に定める全ての要件に該当する者とする。 

（親族等への情報提供） 

第９条 第５条第１項第４号の調査は、小樽市成年後見等審判請求の要請に対する回答書

（様式第２号）により行うものとする。この場合において、市長は、対象者の状況等の情

報を必要な範囲内で当該親族等に提供することができるものとする。 

２ 前項の情報の提供を行うときには、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 

号）及び小樽市個人情報保護法施行細則（令和 5年 2月 28日規則第 3号）に基づき、個人

情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。 
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  第３章 申立費用の助成 

 

 （申立費用の助成の対象者） 

第１０条 申立費用の助成の対象となる者は、後見人等、被後見人等及び配偶者又は四親等

内の親族のうち、被後見人等（本市に居住する）の後見開始等審判の申立てを行った者

（以下「申立人」という。）であって、次の各号に掲げる場合において、第１２条による交

付申請を行った日に、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者（以下、この章におい

て「対象者」という。）とする。 

 ⑴ 申立人が被後見人等の場合 

 生活保護受給者、又はその他の理由により申立費用を負担することが困難であると市

長が認める者 

 ⑵ 申立人が親族の場合 

生活保護受給者、又はその他の理由により申立費用を負担することが困難であると市

長が認める者であって、かつ、被後見人等が前号の要件に該当する者 

２ 前項各号に規定する、その他の理由により申立費用を負担することが困難であると市長

が認める者は、別記１に定める全ての要件に該当する者とする。 

３ 被後見人等が第３条第１項第１号に該当する場合は、本市に居住する者とみなす。 

４ 前項の規定に関わらず、他の市区町村の助成制度の適用を受ける者であるときは、助成の

対象としない。 

（申立費用の助成額） 

第１１条 申立費用の助成額は、次に掲げる費用とする。 

 ⑴ 収入印紙代 

 ⑵ 郵便切手代（家庭裁判所予納分に限る。） 

 ⑶ 診断書料 

 ⑷ 鑑定料 

 ⑸ 戸籍謄本など申立ての添付書類の交付手数料及び証明手数料 

（申立費用の助成の交付申請等） 

第１２条 申立費用の助成を受けようとする対象者は、小樽市成年後見制度利用支援事業申

立費用助成申請書（様式第３号）を後見開始等審判の確定日から原則９０日以内に市長に

提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 後見開始等審判の審判書謄本の写し 

 ⑵ 後見等開始の審判確定がわかる書類の写し 

 ⑶ 後見人等が家庭裁判所に初回報告で提出した財産目録・後見予算表等の写し 

 ⑷ 申立てに要した費用を証する領収書等の写し 

 ⑸ 第１０条に規定する要件に該当することが確認できる書類 

 ⑹ その他確認を要する事項に関する書類 

（助成の決定又は却下） 
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第１３条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査の上、助成の可否

を決定し、小樽市成年後見制度利用支援事業申立費用助成決定（却下）通知書（様式第４

号）により申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第１４条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、請求書を市長に提出しなければなら

ない。 

（報告義務） 

第１５条 申請者は、被後見人等（配偶者又は四親等内の親族が申立てを行った場合は、当

該親族を含む。次条において同じ。）の資産状況等に変化があったときは、速やかに市長に

報告しなければならない。 

（助成の中止等） 

第１６条 市長は、申立費用の助成を決定した場合において、被後見人等の資産状況等の変

化により、第１０条に規定する要件を満たさなくなったとき、その他事情の変更により特

別の必要が生じたときは、助成を中止し、又は助成の金額を変更することができる｡ 

（助成金の返還） 

第１７条 市長は、偽りその他不正な手段等により助成を受けた者に対し、助成することと

した決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。 

 

第４章 後見人等に対する報酬の助成 

 

（報酬の助成の対象者） 

第１８条 後見人等（四親等内の親族以外の者に限る。以下、この章において同じ。）に対す

る報酬の助成の対象となる者は、本市に居住し、第２０条による交付申請を行った日にお

いて次の各号のいずれかに該当する被後見人等（以下、この章において「対象者」とい

う。）とする。 

 ⑴ 生活保護受給者 

 ⑵ その他の理由により後見人等に対する報酬を負担することが困難であると市長が認め

る者 

２ 前項第２号に規定する、その他の理由により後見人等に対する報酬を負担することが困

難であると市長が認める者は、別記１に定める全ての要件に該当する者とする。 

３ 被後見人等が第３条第１項第１号に該当する場合は、本市に居住する者とみなす。 

４ 前項の規定に関わらず、他の市区町村の助成制度の適用を受ける者であるときは、助成の

対象としない。 

（報酬の助成対象期間及び助成金の額） 

第１９条 報酬の助成の対象期間（以下「助成対象期間」という。）は、家庭裁判所が決定し

た報酬付与の対象期間のうち、直近の２４か月以内とする。 

２ 報酬の助成金の額は、月を単位として算出するものとし、家庭裁判所が決定した報酬額

の範囲内とする。ただし、次の各号に掲げる額を上限とする。 
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 ⑴ 居宅の場合 月額２０，０００円 

 ⑵ 施設入所等の場合 月額１０，０００円 

３ 前項に規定する施設は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 生活保護法に規定する保護施設 

 ⑵ 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設 

 ⑶ 老人福祉法に規定する老人福祉施設 

 ⑷ 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）に規定する（地域密着型）介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、介護医療院及び旧介護保険法に規定する介護療養型医療施設 

 ⑸ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に規定する病院及び診療所 

４ 第２項に規定する助成金の額の上限の算定に当たり、助成対象期間の始期又は終期が月

の中途である場合は、当該月は日割計算（１円未満の端数は切り捨てる。）により算出する

ものとし、助成対象期間に、居宅と施設入所等の期間が混在する月があるときは、居宅の

基準月額を適用するものとする。 

５ 対象者が次条による交付申請の前に死亡した場合の報酬の助成金の額は、家庭裁判所が

決定した報酬額から対象者の遺留財産（残余の遺留金をいう。）を差し引いてもなお不足す

る金額とする。ただし、前各項により算出した額を上限とする。 

（報酬の助成の交付申請等） 

第２０条 報酬の助成を受けようとする者は、小樽市成年後見制度利用支援事業報酬助成申

請書（様式第５号）を報酬付与の審判日から原則９０日以内に市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の規定による交付申請前に対象者が死亡した場合は、当該対象者の後見人等が前項

による交付申請ができるものとする。 

３ 第１項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

⑴ 後見等開始の審判書謄本の写し 

⑵ 後見等開始の審判確定がわかる書類の写し 

⑶ 報酬付与の審判書謄本の写し 

⑷ 報酬付与の申立時に家庭裁判所に提出した財産目録・後見予算表等の写し 

⑸ 第１８条に規定する要件に該当することが確認できる書類 

⑹ その他確認を要する事項に関する書類 

（助成の決定又は却下） 

第２１条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査の上、助成の可否

を決定し、小樽市成年後見制度利用支援事業報酬助成決定（却下）通知書（様式第６号）

により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第２２条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、請求書を市長に提出しなければなら

ない。 

（報告義務） 

第２３条 申請者は、対象者の資産状況等に変化があったときは、速やかに市長に報告しな
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ければならない。 

（助成の中止等） 

第２４条 市長は、報酬の助成を決定した場合において、対象者の資産状況等の変化により

第１８条に規定する要件を満たさなくなったとき、その他事情の変更により特別の必要が

生じたときは、助成を中止し又は助成の金額を変更することができる｡ 

（助成金の返還） 

第２５条 市長は、偽りその他不正な手段等により助成を受けた者に対し、助成することと

した決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。 

 

第５章 雑則 

 

（実施体制） 

第２６条 支援事業の実施に当たっては、福祉総合相談室が必要な事務を行うものとする。 

（補則） 

第２７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年３月１９日から施行する。 

 （事務取扱） 

２ 第１８条の規定により後見人等に報酬を助成するに当たっては、令和７年４月１日以降

に行われた後見開始等審判請求に係る費用から適用する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の日前に申請された申立費用及び後見人等に対する報酬の助成について

は、なお従前の例による。 

４ この要綱の施行の際現に改正前の小樽市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定によ

り作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用すること

ができる。 
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別記１ 第８条第４項、第１０条第２項及び第１８条第２項に規定する「その他の理由によ

り申立費用を負担することが困難であると市長が認める者」 

 

１ 被後見人（第１０条第２項においては「申立人」と読み替える。）の属する世帯の年間の

総収入の額が、その世帯員を生活保護法の規定による保護を受ける者とみなして生活保

護法による保護の基準（昭和 38年厚生省告示第 158号）により算定する次に掲げる月額

を年額に換算した額の１．２倍以下であること。 

(1) 生活扶助の基準生活費第１類及び第２類の月額 

(2) 住宅扶助の家賃等の月額 

(3) 生活扶助の障害者加算の月額 

２ 当該世帯において、居住用の土地及び家屋以外の不動産を所有していないこと。 

３ 当該世帯における預貯金の総額は、単身世帯にあっては１５０万円を、その他の世帯に

あってはその世帯員の合算で３００万円を超えないこと。 

 

 


